
                                                           資料２－２   
 

令和８年度(2026年度)公共用水域の水質測定計画作成方針(案) 
 
　令和８年度(2026年度)における公共用水域の水質測定計画については、国が定めた
「水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準」(参考１)、及び当審議会での答申
「公共用水域の水質の常時監視に関する基本的な考え方（平成16年9月16日環境審第1
0号答申）」(参考２)を基本とし、細部については、次の事項に留意して作成するも

 のとする。
 
１　測定地点の選定 

 (1) 発生源の立地状況や水域の利水状況を踏まえ、測定地点を選定する。
 
(2) 複数の環境基準点が設定されている類型指定水域においては、水域の特性や

これまでの濃度変化等を考慮して、ローリング方式により測定地点を選定する。 
 
(3) 健康項目の測定地点については、休廃止鉱山の対策状況、ＰＲＴＲの届出状

 況、これまでの測定結果などを考慮して選定する。
 
(4) 環境基準未達成が継続している水域においては、その原因究明のための観察

 が必要な水域について補助点を選定する。
 
(5) 湖沼等の閉鎖性水域においては、その水域へ流入する河川について、水質把

握に必要な測定地点を選定する。

  
 （測定地点の選定見直し） 
 　測定地点は原則として環境基準点とするが、これまでの常時監視の結果や水質
 の経年変化、流域における発生源の状況等を考慮し、必要に応じ補助点やその他
 地点を選定する。 
 　継続して環境基準値を大幅に超過している水域や数値が悪化傾向にある水域、
 自然由来等による汚染が継続的に認められる水域など、水質悪化の原因究明や経
 過観察の必要がある水域については、補助点やその他地点を測定地点として増設
 する。また、汚濁の原因をある程度特定するなど測定目的を達成したと考えられ
 る地点や、長期的に水質が安定し、経過観察する必要がなくなった水域などの地
 点については、測定を休止する。 

  
 （ローリング方式による地点の選定） 
   水質が長年良好な水域や安定している水域において、複数の環境基準点が設置
 されている場合は、地点特性が同一と思われる隣接地点間で、数年サイクルのロ
 ーリング方式により測定を行う。 
                                                                        
 （各種資料やデータの活用） 
 　健康項目については、休廃止鉱山等からの排水等を監視するために、測定を継
 続しているが、新たな発生源が認められるなど、他にも水質の悪化が懸念される
 地点が生じた場合には、測定地点を増設する。 
   また、ＰＲＴＲの届出状況等を踏まえ、有害物質の排出が多い水域や新たな発
 生源が認められる水域においては、測定地点を増設する。 

-1-



２　測定項目の選択 

 (1) 湖沼等の閉鎖性水域への流入河川においては、全窒素、全りんを測定する。
 
(2) 水生生物保全環境基準項目の全亜鉛と特殊項目の亜鉛の測定が重複している

 地点については、亜鉛の測定を省略する。
 

 (3) 健康項目については、ＰＲＴＲ届出状況等を考慮して項目を選択する。
 
(4) 健康項目のうち、検出される可能性が非常に低いと考えられる項目について

は、水域の特性やこれまでの検出状況等を考慮して、ローリング方式へ転換、
 又は測定を一時休止する。

 
(5) 要監視項目や特殊項目については、これまでの検出状況等を考慮して選択す

 る。
 

 (6) 農薬等に係る項目については、地域特性を考慮して選択する。
 
(7) 水道水源となっている河川の総トリハロメタン生成能の測定については、こ

 れまでの検出状況や上水道事業者による測定の有無を考慮して選択する。
 
(8) その他項目については、継続監視の必要性を考慮して選定する。

（全窒素、全りんの測定について） 
　全窒素及び全りんは、閉鎖性水域の富栄養化の原因となることから、湖沼等へ
の流入河川において、測定を実施するほか、流域の発生源の状況等を考慮し、汚
濁状況の把握のために必要と考えられる河川又は海域において測定を継続する。 
 
（水生生物の保全に係る項目の測定について） 
　水生生物保全環境基準項目（全亜鉛・ノニルフェノール・ＬＡＳ）については、
類型指定水域の環境基準点で測定を実施する。 
 
（健康項目について） 
  健康項目については、ＰＲＴＲ届出状況等を踏まえ、水域に排出されている有
害物質の総体負荷量を考慮し選択する。 
 
（要監視項目、特殊項目について） 
　要監視項目や特殊項目については、過去10年間の測定結果において、指針値や
排水基準値の1/10値の超過があった地点で、測定を継続する。 
  また、新たな発生源が認められる場合のほか、環境中の存在状況の把握が必要
と考えられる場合など、水質変動が懸念される場合は、項目の追加や測定の再開

 を行う。
 
（その他の項目） 
　その他の項目については、環境基準未達成水域や、達成と未達成を繰り返して
いる水域、水道水源となっている水域等において、その原因究明のために必要な

 項目を測定することとし、必要に応じて測定の継続や項目の追加を行う。
 
（同一地点の測定項目） 
　湖沼や海域のように上層と中層の測定を行っている地点で、中層の省略が可能
と考えられる項目については、上層のみの測定とする。
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３　測定頻度の設定 

 (1) 類型指定水域においては、四季の変化を考慮した測定頻度とする。
 
(2) 類型指定水域以外の地点であって、測定データが十分に蓄積されている場合

 等においては、利水の状況や発生源の現状を考慮した測定頻度とする。
 

 (3) 健康項目は、これまでの検出状況を考慮した測定頻度とする。
 
(4) 休廃止鉱山に係る測定地点については、鉱山の特性やこれまでの検出状況等

 を考慮した測定頻度とする。
 
(5) 農薬等、季節性のある項目については、使用時期等を考慮して測定時期を設

 定する。
 
(6) 採水・分析作業の効率性を考慮し、一定エリア内における同一項目等の調査

月を調整する。

 （類型指定水域における生活環境項目の測定頻度について） 
　季節毎の水域変化を把握できるよう、春(4～5月)、夏(6～8月)、秋(9～11月)、

 冬(12～3月)における監視を基本とした測定頻度とする。
 　ただし、積雪による道路閉鎖や水面の凍結等については考慮するものとする。

　また、水生生物の保全に係る項目については、これまでの検出状況や流域にお
ける発生源の状況等を考慮して、年間2回の測定頻度とする。 
 
（健康項目に係る測定頻度について） 
  健康項目について、測定データが十分に蓄積されている場合においては、利水
の状況や発生源の状況を考慮して、年1回を基本として測定を行う。(硝酸性窒素

 及び亜硝酸性窒素を除く)
  新たに基準を超過した地点や高濃度で検出された地点については、測定回数の

 増加を検討する。
　また、過去の測定結果において、過去10年間未検出の地点については、ローリ

 ング方式等へ転換を行う。
 
（休廃止鉱山関係について） 
　休廃止鉱山等に係る監視項目については、これまでの検出状況や流域における

 発生源の状況を勘案して年間1～2回の測定を継続する。
　また、坑廃水の状況が改善するなどして、過去10年間未検出の地点や測定項目

 については、ローリング方式等へ転換する。
 
（要監視項目、特殊項目について） 
  要監視項目や特殊項目については、これまでの測定結果を踏まえ、各測定地点
で過去に指針値を超過した項目や、高濃度で検出された項目を除き、原則１回の

 測定とする。
 
（季節変動のある項目に係る測定時期について） 
　季節変動が見られる項目については、水域への影響が大きい月に測定する。例
えば、農薬については、使用されることが多い春期～夏期において測定時期を選

 定する。
  また、凍結や時化等の影響を受けやすい地点については、影響を受けにくい測

 定時期を選定する。
 
（測定時期の効率化について） 
  同一地方の同じ測定項目は、なるべく同じ月に測定するように調整するととも
に、多成分同時分析が可能な測定項目については、同じ測定日に測定できるよう
採水日の集約化を図る。
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 資料２－２ 参考１   

 

 　　　環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく

　　　常時監視等の処理基準（抜粋） 

 

最終改正 令和7年2月14日 環水大水発第2502142号  
 

 第２　水質汚濁防止法関係

 ２．測定計画（法第16条関係）

　公共用水域及び地下水の水質測定計画は次によることとし、測定計画の作成に当たって

は、環境基本法第43条に定める機関において、これについて審議を行うよう努められたい。

測定計画を作成したときは、環境省水・大気環境局長宛てに速やかに通知するようお願い

する。年度途中においてこれを変更した場合も同様とする。 

 

（１）公共用水域の水質測定計画 

　　次の点に留意されたい。 

１）測定の対象水域は、全公共用水域とし、公共用水域の水質の汚濁の状況、利水の

状況等を勘案して、対象水域を選定することとする。 

 

２）測定地点、項目、頻度については、次によることとする。なお、水生生物保全環

境基準に係る測定地点については、水生生物の生息状況等を勘案し、水域内の既存

の環境基準点・補助点（測定計画において環境基準点における測定を補助する目的

で選定される地点をいう。）を活用しつつ、水域の状況を適切に把握できる地点を

選定することとする。また、効率化、重点化に当たっては、化学物質排出移動量届

出制度（ＰＲＴＲ）で公表・開示されるデータの活用に留意する。 

①測定地点・頻度の設定の基本的な考え方 

ア．測定地点 

（ア）河川 

ア）利水地点 

イ）主要な汚濁水が河川に流入した後十分混合する地点及び流入前の地点 

ウ）支川が合流後十分混合する地点及び合流前の本川又は支川の地点 

エ）流水の分流地点 

オ）その他必要に応じ設定する地点 

（イ）湖沼 

ア）湖心 

イ）利水地点 

ウ）汚濁水が湖沼に流入した後十分混合する地点 

エ）河川が流入した後十分混合する地点及び流入河川の流入前の地点 

オ）湖沼水の流出地点 

（ウ）海域 

水域の地形、海潮流、利水状況、主要な汚濁源の位置、河川水の流入状況

等を考慮し、水域の汚濁状況を総合的に把握できるように選定する。採水地

点間の最短距離は0.5～１ｋｍ程度を標準とする。なお、測定地点の選定に
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当たっては、著しい重複、偏向が生じないように国の地方行政機関と協議す

るほか市町村とも協議することが望ましい。また、従来の測定により、著し

い水質の汚濁が認められた地点については、引き続き測定を行うものとする。 

イ．測定頻度 

（ア）環境基準項目 

ア）人の健康の保護に関する環境基準項目については、毎月１日以上各日に

ついて４回程度採水分析することを原則とする。このうち１日以上は全項

目について実施し、その他の日にあっては、水質の汚濁の状況、排出水の

汚染状態の状況等から見て必要と思われる項目について適宜実施すること

とする。 

イ）生活環境の保全に関する環境基準項目については、次によることとする。 

ａ．通年調査 

環境基準点、利水上重要な地点等で実施する調査にあっては、年間を

通じ、月１日以上、各日について４回程度採水分析することを原則とす

る。ただし、河川の上流部、海域における沖合等水質変動が少ない地点

においては、状況に応じ適宜回数を減じてもよいものとする。 

ｂ．通日調査 

ａ．の通年調査地点のうち、日間水質変動が大きい地点にあっては、

年間２日程度は各日につき２時間間隔で13回採水分析することとする。 

ｃ．一般調査 

前記以外の地点で補完的に実施する調査にあっては、年間４日以上採

水分析することとする。 

（イ）環境基準項目以外の項目 

排水基準が定められている項目その他水域の特性把握に必要な項目等につ

いて、利水との関連に留意しつつ、（ア）に準じて適宜実施する。 

②効率化に関する考え方 

ア．測定地点についての効率化 

（ア）汚濁源の状況に応じて測定地点を絞り込むことができる。 

（イ）汚濁源の少ない水域においては数年で測定地点を一巡するようなローリン

グ調査の導入等を図ることができる。 

（ウ）測定地点間の位置関係を考慮して効率化することができる。 

（エ）生活環境の保全に関する環境基準項目の通日調査については、測定データ

が十分に蓄積された場合は、利水状況や発生源の状況を考慮しつつ、測定地

点を絞り込むことができる。 

イ．測定項目についての効率化 

（ア）検出される可能性が少ないと思われる項目については、数年で測定項目を

一巡するようなローリング調査の導入等を図ることができる。 

（イ）農薬等については、使用実態を勘案し測定項目を絞り込むことができる。 

ウ．測定頻度（時期）についての効率化 

（ア）農薬等については使用時期等を考慮して測定時期を弾力的に設定すること

ができる。 

（イ）分析作業の効率化の視点から測定時期を選定することができる。 

（ウ）人の健康の保護に関する環境基準項目は長年検出されない場合、測定頻度
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を絞り込むことができる。 

（エ）通日調査以外の調査については、測定データが十分に蓄積された場合は、

利水状況や発生源の状況を考慮しつつ、１日の採水分析の頻度を減ずること

ができる。 

エ．分析方法についての効率化 

（ア）アルキル水銀の分析については、総水銀の測定でスクリーニングを行うこ

とができる。 

（イ）公定法の中でも、多成分を同時分析できる方法を活用する。 

③重点化に関する考え方 

以下のア．のような点に留意して、イ．やウ．のようなモニタリングを重点化

するべき地点、水域を設定する。 

ア．留意点 

（ア）利水状況 

（イ）汚濁源（休廃止鉱山、苦情の有無等を含む）の分布等 

イ．重点化すべき測定地点 

（ア）水質変動の激しい地点 

（イ）環境基準未達成の地点 

（ウ）長年検出されていない項目が検出された地点 

（エ）異常値が検出された地点 

（オ）水生生物の生息状況から特定の時期に着目すべき地点等 

ウ．重点化すべき水域 

（ア）指定湖沼 

（イ）閉鎖性海域 

（ウ）その他特定の保全計画のある水域等 

 

３）測定計画の作成 

①測定計画には、測定地点名、位置、測定項目、測定頻度、測定方法及び定量下

限値、国及び地方公共団体が測定計画に従って行った測定の結果の都道府県知

事への送付の様式及び方法等を記載することとする。なお、位置については緯

度経度の情報も記載するとともに、地図で示すこととする。 

②新たな汚染が懸念される災害や不法投棄等が発生、発見された場合、その影響

把握が必要であり、そのための測定が緊急に必要となる。この場合、測定計画

外で実施することもあり得ることから、その円滑な実施に備え、そのような場

合の緊急のモニタリングの意義、測定地点の設定方法等の留意点について測定

計画に記載することとする。 

③測定地点や項目、頻度の設定の考え方については、測定計画などに位置づけ、

公表することが望ましい。 

④二以上の都道府県の区域に属する公共用水域の水質の測定計画の場合にあって

は、測定地点・測定項目・測定時期等について関係都道府県知事と事前に連絡

を行い、水域全体として有効な測定が行われるようにすることが望ましい。 
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 資料２－２ 参考２  
 

公共用水域の水質の常時監視に関する基本的な考え方 

 
（H16.9.16  環境審第10号答申）

 

Ⅰ　水質測定に関する考え方 

　公共用水域の水質測定(以下｢測定｣という。)は、原則として次のとおり実施するものとするが、発生源や利水状

況並びに測定結果等から、測定地点、測定項目、測定頻度の変更や、ローリング方式を導入するなど、測定を的確

かつ効果的に実施するものとする。 

 

　１　測定水域 

 　次の水域において測定を実施する。

 (1)　環境基準類型指定水域

 (2)　有害物質による汚染がある、または、そのおそれがある水域

(3)　特定項目(特定水道利水障害に係る物質の生成の原因となる物質による水の汚染状態の程度を示す項目)が問

 題となるおそれのある水道水源水域

 　なお、河川については、次のとおり区分する。

区　分 摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要

 重点河川 環境基準類型指定水域で、  １．一級河川

                          ２．環境基準未達成及び基準を超えるおそれがある河川

                         ３．汚染源の分布等状況から考えて、監視を強化すべき河川

 一般河川 環境基準類型指定水域で、重点河川以外の河川

 その他河川 環境基準類型指定がされていない河川で、重金属の監視及び有機汚濁の監視という観点

から特に必要と認められる河川

 

　２　測定地点 

 　次の地点において測定を実施する。

 (1)　環境基準類型指定水域については、環境基準点及び補助点

 (2)　その他の水域については、発生源及び利水の状況を勘案した適切な地点(水道水源水域については、浄水場

 の取水口付近の環境基準点又は補助点若しくは浄水場の取水口付近)

 

　３　測定項目 

 　発生源、水利用、流程の状況に応じ、次の項目について測定を実施する。

項　　　　　　　目 備　　　　　　　　　　　　　　　　考

基本 天候(当日及び前日)、気温、水温、 ・水位、流量は、重点河川のうち特に必要と認められる地点において測定 

  項目 水位、流量、採取位置、干 ・採取位置は、河川において測定

 潮・満潮時刻、全水深、透 ・干潮時刻、満潮時刻は、海域、汽水湖及び河口部において測定

視度、透明度、色相、風向、 ・透明度、風向は、海域及び湖沼において測定

臭気

 生活 昭和46年12月28日付け環境 ・ＢＯＤは河川、ＣＯＤは海域及び湖沼において測定

 環境 庁告示第59号の別表２に掲 ・油分等は、海域、汽水湖及び重点河川において測定

項目 げる項目 ・全窒素、全燐は、海域、湖沼及び重点河川において測定

健康 昭和46年12月28日付け環境 ・水域の状況(発生源、鉱山廃水等)に応じて必要と認められる項目につい

 項目 庁告示第59号の別表２に掲 　て測定

 げる項目 ・アルキル水銀については、総水銀の分析で検出された場合にのみ測定

・ふっ素、ほう素は、河川及び湖沼(汽水湖を除く)において測定

特殊 ﾌｪﾉｰﾙ類、銅、亜鉛、溶解 ・水域の状況(発生源、鉱山廃水等)に応じて必要と認められる項目につい

項目 性鉄、溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ、総ｸﾛﾑ 　て測定

  要 平成5年3月8日付け環水管 ・水域の状況(発生源、鉱山廃水等)に応じて必要と認められる項目につい

監視 第21号環境庁水質保全局長 　て測定

項目 通知の別表に掲げる項目
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項　　　　　　　目 備　　　　　　　　　　　　　　　　考

その 塩化物ｲｵﾝ、塩分、ｱﾝﾓﾆｱ性 ・塩化物イオンは、湖沼及び河川のうち、海水流入のおそれのある水域で

 他 窒素、陰イオン界面活性剤、　測定 

 項目 リン酸態リン、クロロフィ ・塩分は、海域において測定

ルａ、ケイ酸 ・ｱﾝﾓﾆｱ性窒素は、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素と併せて、湖沼及び重点 
 　河川において測定

・リン酸態リン、クロロフィルａ及びケイ酸は、湖沼のうち必要と認めら

　れる水域において測定

特定 トリハロメタン生成能(ｸﾛﾛ ・トリハロメタン生成能が問題となるおそれのある水道水源水域において

 項目 ﾎﾙﾑ､ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ｼﾞﾌﾞﾛﾓ 　測定

ｸﾛﾛﾒﾀﾝ、ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ生成能) [トリハロメタン生成能：｢特定水道利水障害の防止のための水道水源水域

の水質の保全に関する特別措置法｣において特定項目として定められてい

る項目]

 

　４　測定頻度(回数) 

    水質変動の状況又は水利用の状況等を勘案し、次の頻度により測定を実施する。

　  (1)　生活環境項目

 ア．河　川

 (ｱ)　重点河川………年４～１２回

 (ｲ)　一般河川………年４～８回

 (ｳ)　その他河川……年２～４回

 イ．湖　沼…………年４～８回

 ウ．海　域…………年４～８回

    (2)　健康項目

 ア．重金属類……年１～３回

 イ．有機塩素系化合物及び農薬……年３回

 (3)　要監視項目……年１～３回

 (4)　特定物質(トリハロメタン生成能)……年４回

 

Ⅱ　類型指定水域の適切な維持・管理について 

　類型指定の見直しについては、「水質汚濁に係る環境基準について」(昭和46年12月28日環境庁告示）に基づき、

適宜、行うことになっており、水域の類型指定後、当該水域の利水及び水質の状況等に変化が見られる水域につい

 ては、次の考え方により見直しを行い、水域類型の適正化を図る。

  また、見直しに当たっては、これまで、水域毎に広範な現地調査を行い、全てのケースで数理モデルを用いた将

来の水質の予測・解析を実施してきたが、３０年以上にわたる常時監視データから、長期間、水質が良好に推移し

ている水域については、将来的な汚濁負荷の変動や利用目的等を勘案し、これまでの水質データを活用するなど効

 率的に見直しを行う。

 

１　利水状況の変化に係る見直し 

　水域の利水状況については、適宜、情報収集を行い、水域の類型指定当時の利水状況が現状において変化してい

る場合は、現状の利水に見合った類型に見直しする。 

　なお、見直しに際し、下位の類型への見直しとなる場合は、当該水域の水質が現状より悪化することとならない

よう配慮する。また、利水が全く存続しない水域については、類型指定を廃止する。 

 

２　複数の環境基準点に係る見直し 

　環境基準点が同一水域内に複数設置されている水域については、これまでの水質結果等を踏まえ、当該水域を代

表する環境基準点の位置及び地点数に関する検討を行い、可能な限り基準点を統合する。 

 

３　類型指定水域の統合 

　同一河川水系内に存在する複数の同一類型指定水域において、環境基準が達成され、長期的に水質の変動も見ら

れないなど、近傍の基準点で汚染状況の把握が十分可能な場合は、可能な限り水域や基準点を統合する。 

 

４　水質の変化等に係る見直し 

　水質が上位の類型の基準値を長期間達成している水域については、将来に向け良好な水環境の維持・向上を図る

ため、上位の類型への見直しを行う。 

  上記により類型が隣接水域と同一になる場合は、可能な限り水域を統合し、基準点の簡素化を図る。
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